平成31年度事業計画書


平成　31年　4月　1日から令和　2年　3月　31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名： NPO法人　ちぽりーの

１  事業実施の方針

働く環境
[bookmark: _GoBack]設立4年目である本年度は、昨年の実践の積み上げと働く環境の整備を行いたいと考えている。そのためには、残業を減らし働きやすい職場、資格取得に向けての支援等行い、専門職としての知識を取得するための研修への参加についても昨年度より増やしていきたい。体制を充実することで、加算を取得し、法人の体力、実践力をつけていきたいと思うが、人員的にはギリギリの状態でり、パートスタッフに支えられている現状は否めない。

児童発達支援
児童発達については、基本的に親子療育を行い、単独での受け入れも行う。保護者と子どもの成長を確認しあう場であり続けることはもちろんであるが、昨年に引き続き0歳時期の発達の重要性を何らかの方法で発信できるよう行政や保健所等に働きかけたいと考えている。0歳時期の脳の可塑性は、田中昌人先生らによって実証されているが、現代の子育て環境においては逆の方向に向かっていると思われる。さらに今年10月より3歳児からの保育料、児童発達支援利用料の無償化により、利用希望も増えてくることが予想されるが、広さ、人員、丁寧な療育を考えると今年度も昨年同様の実績を推移したい。

放課後等デイサービス
放課後等デイサービスについては、スケジュールを取り入れ、見通しを持って自分で動くことができるよう支援を行う。スケジュールについては、個々に応じたツールを使用し最終的には自分でできる力を養う、そのためには他所との支援会議で療育方法は違っても統一した支援を行えるよう連携を諮っていきたい。また、身体を自分の思うように使えない子どもが増えている。ゲームの話題はちぽりーの利用の子どもも例外ではなく、使用時間は深夜に及んでいる。「テレビに子守をさせないで」の時代は制限時間があったが、ネット社会の現代では制限がない。発達障害といわれる子どもが多くなっている。この子らは、将来一般就労につながっていくと思われるが、ちょっとしたことで挫折する可能性もある。将来に向けての課題は山積している。
短期入所
短期入所については、開所日を土曜日に限定し、開所時間を17時～翌14時に延長し月に3回とした。単独型短期入所では、その日の昼食を買い物、調理を行い作っている。調理器具の使い方、配膳、後片付けも行い将来の役に立てばと思っている。少人数ではあるが、障がいの特性によっては防犯の面から断っているケースもある。職員体制を考え無理のない受け入れを行っていく。

　地域参加
地域参加については、昨年度の参加状況に加えステップアップできればと考えている。療育での活動を通して、地域の皆さんに身近に感じていただく施設になれるよう努力を行いたい。

２　事業の実施に関する事項
(1)　特定非営利活動に係る事業
	定款の
事業名
	事　業　内　容
	実施
予定
日時
	実施
予定
場所
	従事者の予定人数
	受益対象者
の範囲及び
予定人数
	支出見込額
(千円)

	1. 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業






1. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
	職員体制の整備を行い、療育内容を充実させる。
児童発達支援では子育てに悩む保護者のよりどころとなることを目指す。



短期入所事業では子育て支援と保護者のレスパイトを図る
	

4月1日～
3月31日









4月1日～
3月31日
	法人施設　　　　　　　　荒尾市野原字西原八六番地

法人施設　　　　　　　　荒尾市野原字西原八八番地
	


4名
パート
名





4名
パート
4名
	

荒尾市とその近郊の45名






荒尾市とその近郊の14名
	


23,598千円






845千円






